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気軽に相談
確かな手続

Q 行政書士って主にどんな仕
事をしているんですか？

A行政書士は法律にもとづく国家
資格者です。国や県・市町村などの
役所に提出する書類をみなさんに代
わって作成したり提出の手続きを行
うことが主な仕事です。

Q 役所に提出する書類以外に
はどんなものがありますか？

A権利義務や事実証明に関する書
類の作成も行政書士の仕事です。例
えば「契約書」「内容証明」「相続関
係書類」「会社設立関係書類」など
があります。

Q インターネットを利用した申
請には対応できますか？

A はい。行政書士はインターネット
を利用したオンライン申請などにも
迅速に対応しています。

Q 書類の作成や提出以外には
どのような仕事がありますか？

A 行政書士が作成するいろいろな
書類について、みなさんの相談に応
じることももちろん大切な仕事です。

Q 仕事をお願いした者の個人情
報等、秘密は守ってもらえますか？

A 行政書士には法律により守秘義
務が課せられています。仕事の上で知
り得た秘密は絶対に漏らしません。安
心してご依頼ください。

相続・遺言に関すること
・遺産分割協議書の作成
・遺言書作成の相談
・戸籍調査、財産調査
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報証明書の交付申請
・相続土地国庫帰属申請
・有価証券の解約手続
・預貯金解約手続
・株券の解約手続

契約書・内容証明等の書類を作成すること
・各種契約書、協定書、示談書の作成
・内容証明の作成
・告訴、告発状の作成
・交通事故調査、報告書の作成などの権利、
義務や事実証明に関すること

自動車に関すること
・自動車登録、移転、抹消届出・申請
・車庫証明申請
・出張封印取付作業代行業務

土地・建物利用に関すること
・農地転用許可申請、届出書
・開発行為許可申請
・国有財産払下申請
・景観条例申請
・除外申出（農業振興地域から除外）

日本で暮らす外国人に関すること
・永住許可申請
・帰化許可申請

行政書士が日本行政書士会連
合会の実施する研修を受講し合
格することで、特定行政書士と
なります。特定行政書士とは、行
政書士が作成した官公署に提出
する書類に係る許認可等に関す
る行政庁への不服申立て手続
きの代理業務が行えます。特定
行政書士の資格を活かし、行政
不服審査法に基づく審理員、第
三者機関の委員、農業委員会の
中立委員等への登用を目指す
働きかけもしています。

暮らしに役立つ ビジネスに役立つ 特定行政書士
とは？会社・法人設立に関すること

・株式会社、合同会社の設立
・定款の作成
・一般社団法人、NPO法人等の設立
・医療法人、宗教法人、事業協同組
合、監理団体等の設立（登記申請手
続を除く）

運送業者に関すること
・貨物運送業許可申請
・特殊車両通行許可申請
・旅客運送業許可申請
・倉庫業登録申請

その他許認可申請・届出に関すること
・酒類販売業免許申請
・著作権登録申請
・産業廃棄物処理業許可申請
・米穀販売登録申請
・古物商許可申請
・その他各種許認可申請
・各種オンライン申請の手続

建設業者や宅建業者に関すること
・建設業許可申請、事業年度終了報告
変更届出書
・経営規模等評価申請（経審）
・建設工事入札参加資格審査申請
・宅建業者免許申請
・電気工事業者登録申請
・解体工事業登録申請

日本で仕事をする外国人に関すること
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請

風俗営業や飲食店等に関すること
・飲食店営業許可申請
・カフェ、キャバクラ、スナック、ホス
トクラブ、パチンコ、麻雀、
　ゲームセンター等の営業許可申請
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出

中小企業支援に関すること
・中小企業をサポート
・企業の経営や事業活動に関するアド
バイス
・知的資産経営の導入や報告書の作成
・事業承継に関するアドバイス
・各種補助金申請

行政書士
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　戦後の経済成長で新潟への交通量が増え、これに対
応するため上越線の複線化が実施された。新清水トンネ
ルは群馬側のループトンネル下の新湯檜曽信号場（現
在の湯檜曽駅）から掘削され、途中土合駅を通り、清水ト
ンネルとほぼ同じく土樽駅手前で地上に出るルートが取
られた。
　湯檜曽駅（下りホーム）は群馬側から新清水トンネル
に入ってすぐの所にある。また土合駅（下りホーム）は新
清水トンネル中に設けられ、地上の駅舎までは計486段
の長い階段で連絡する構造になっている。
　「岩ハネ」と呼ばれる岩盤の剥離現象に悩まされて工
事は難航し、湯檜曽駅付近掘削中には温泉湧出に遭遇
した。その結果、泉脈の水圧低下に伴い周辺温泉街から
苦情が出たため、コンクリートで湧出部を塞いだ。難工
事ではあったが、技術の進歩もあり清水トンネルの約半
分の工期で完成した。

ウィキペディアから引用、「清水トンネル」
（https://ja.wikipedia.org/wiki/清水トンネル）

土 合駅舎

監修 文学博士　金田一春彦先生
Ｎ Ｈ Ｋ　阿部　喜充先生
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広報部副部長　　仲道　さゆり

　令和７年１月28日（火）午後４時から、エテルナ高崎２階ヴァンベールで新年賀詞交換会が開催されま
した。
　古田島俊憲会長により、新年の挨拶として、行政書士のさらなる業務拡充を実現するべく、今後の意気込
みと抱負を述べました。
　そして本会名誉会長である山本一太知事より、故秋山前会長の思い出とともに、今後も行政書士と行政
サービスの連携強化に熱く期待を寄せられました。
　日行連、常住豊会長から温かい祝辞と、行政書士の業務拡充についての抱負と熱い思いを語っていただ
きました。
　長野県会長和田英幸様から乾杯のご発声のもと、参議院議員清水真人様からご挨拶をいただき、群馬県
議会議員を代表して、県議会議長須藤和臣様から心のこもった祝辞と、激励をいただきました。
　高崎市、渋川市、藤岡市、みどり市を代表し、高崎市長富岡賢治様から、日ごろの労いとさらなる連携強化
についてお言葉をいただきました。
　終始和やかな雰囲気のもと、つつがなく閉会となりました。来賓61名、会員60名、役員21名の合計142名
による盛大な新年賀詞交換会となりましたことをご報告いたします。

令和７年

新年賀詞交歓会　開催報告

古田島俊憲　群馬県行政書士会会長

01

01 新年賀詞交歓会
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顧 問 木　村　隆　志
顧 問 福　田　　　守
相 談 役 福　島　邦　男
相 談 役 松　本　貞　紀
相 談 役 岡　田　邦　雄
相 談 役 柳　沢　𫝆朝友
相 談 役 中　野　　　晋
相 談 役 中　山　　　晃

群馬県行政書士会・日政連群馬県支部
令和７年新年賀詞交歓会来賓一覧

01 新年賀詞交歓会

01



6

本 会 の う ご き

行政書士記念日事業のご報告
広報部副部長　　仲道　さゆり

　令和7年２月21日（金）13時から16時に、本会広報部とコスモス成年後見サポートセンター群馬県支部と

の共催で、「行政書士無料相談会」を対面相談（前橋商工会議所３階アイビー）で実施しました。

　相談会の告知方法は、例年どおり上毛新聞、読売新聞、群馬行政書士会ＨＰ、それから、昨年の統計上で

チラシの告知方法は効果がみられなかったことから、今年はチラシ配布を取りやめて、新しい取り組みとし

て、ＦＭぐんまのスポット広告、群馬アリーナでのデジタルサイネージを活用しました。

　告知から予約が入りはじめ、当日は予約枠がほぼ埋まった状態での開催となりました。新聞告知を見たと

いう方は７組、ＦＭぐんまで相談会を知ったという相談者も２組もいて、新しい取り組みが功を奏した形と

なりました。

　相談者は12組、相談内容は、相続・遺言が7件、墓じまい１件、土地に関する相談２件、建設業１件、農地

転用１件という結果でした。そして相談者の年齢別では60歳以上の方がほとんどでした。

　令和５年に実施された内閣府の調査では、群馬県の65歳以上の高齢化率は30.9％で、令和32年には

40.0％になる見込みが示されています。今後、相続に関する相談の需要が高まり、街の法律家として行政書

士への期待が益々増えていくこと、改めて実感した相談会でした。

　相談者の皆様から「相談して良かった」と感想をいただき、相談会を実施した甲斐があったことを相談員

全員で分かち合い、事務局員の皆様と共に、会としての結束を感じました。

02 本会のうごき
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知っ得情報
！！

会長　　古田島　俊憲

　今回は、本会または支部が令和６年度に開催した意見交換会や情報交換会についてご報告します。詳細

は、前号（新春号）に掲載されていますのでそちらをご覧ください。意見交換会や情報交換会を開催するこ

とのメリットは、大きく分けて二つあると考えます。

　一つは、通常では知り得ない情報を入手できることです。埼玉県行政書士会県北支部との情報交換会で

は、建設業や農地転用の申請書式など、埼玉県独自のものについての説明をしていただき、埼玉県に申請す

る際に参考となる内容でした。司法書士会との意見交換会では、司法書士業務における最新情報や司法書

士会が取り組んでいる会務運営などの詳細を教えていただきました。

　もう一つは、こちらから伝えたいことや要望を述べることができる貴重な機会であるということです。群馬

県建設業対策室や顧問県議との意見交換会では、本会からの要望を多々挙げさせていただきました。顧問

県議との意見交換会の際に県に対して挙げた要望事項のうち、既に実現したものもいくつかあります。

　意見交換会、情報交換会を開催したことで満足することなく、今回交換した意見・情報を会務に反映させ、

会員の皆様が業務を行いやすい環境を整えてまいります。

意見交換会・情報交換会
時　　期 団　体　名

令和６年 ９ 月 ３ 日 本会建設業務分科会と群馬県建設業対策室との意見交換会

令和６年 ９ 月 13 日 藤岡支部・伊勢崎支部と埼玉県行政書士会県北支部との情報交換会

令和６年 12 月 ３ 日 顧問県議との意見交換会

令和６年 12 月 16 日 群馬司法書士会との意見交換会

02 本会のうごき
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令和６年度　群馬県士業協議会定例会

会長　　古田島　俊憲

　令和７年２月19日、ホテルラシーネ新前橋において群馬県士業協議会定例会が開催されましたの
で、下記のとおりご報告いたします。

１．日　時　　令和７年２月19日（水）午後４時から

２．場　所　　ホテルラシーネ新前橋　３階「百合の間」

３．参加者　　群馬県士業協議会加盟団体（７団体）より計31名
（関東信越税理士会群馬県支部連合会、群馬土地家屋調査士会、
群馬司法書士会、群馬県測量設計業協会、群馬県社会保険労務士会、
群馬県建築士事務所協会、群馬県行政書士会）

４．概　要
　上記７団体より構成される群馬県士業協議会では、年１回定例会を開催しており、令和６年度は関
東信越税理士会群馬県支部連合会が当番会となり開催され、以下の３件の議題について情報交換
が行われました。
（１）会員の高齢化と減少への対応について

会員数に対する女性会員の比率について（議題提案団体：群馬県土地家屋調査士会）
（２）個人情報の取り扱いについて

個人情報保護法に関する研修会について（同：(一社)群馬県測量設計業協会）
（３）男女共同参画の推進について

反社対策について（同：群馬司法書士会）

５．総　括
（１）の会員の高齢化と減少の対応については、当会では、現在特に対策はしていないが、支部会
員の少ない支部からは、支部合併の要望が出されている旨の説明を行いました。また、会員数に
対する女性会員の比率については、当会会員の男女比は、男性86％、女性14％との回答を行いま
した。
（２）の個人情報の取り扱いについては、日本行政書士会連合会が定める「個人情報の保護に関
する基本方針」に則り対応している旨の回答をし、個人情報保護法に関する研修会は開催してい
ないとの回答を併せて行いました。
（３）の男女共同参画の推進については、当会の役員における女性会員の比率について話しをさ
せていただきました。（令和５・６年度　役員35名中、女性８名：男女比 男性77％、女性23％）反
社対策については、「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」を当会ホームページ
に公開し、会員には顧客と締結することを推奨しているとの回答を行いました。

02 本会のうごき
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行政書士制度の理解及び行政書士法尊守の徹底について

02 本会のうごき
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戸籍謄本住民票の写し等職務上請求書の払出日について
（令和７年４月～令和８年３月まで）　

必ず事前予約をお願いします。予約がない場合はお断りすることもあります。

購入希望者は下記の払出日に行政書士本人が来所してください。

記

１．令和７年４月～令和８年３月　払出日（いずれも13:30～16:30まで）

※原則払出は第２、第４水曜日に開催しますが、令和７年８月８日は金曜日、
令和８年２月12日は木曜日となります。

２．金　額　　１冊　2,200円（税込）

３．持ち物　　職印、一般倫理研修修了証（写）
　　　　　使用済み職務上請求書控え綴り（２回目以降の購入の場合）

４．郵送による購入（払い出しは本人限定受取郵便に限る）
郵送による購入の申込を行う場合は、購入申込書、誓約書、一般倫理研修修了証
（写）、使用済み職務上請求書控え綴り（２回目以降の購入の場合）を簡易書留でお送
りください。ただし、各払出日に役員が確認した後の払い出しとなります。代金は後払
いとなります。

５．要予約　TEL 027-234-3677　Eメール office@gunma-gyosei.jp
　　　　　　FAX 027-233-2943
　　　　　　払出日３日前まで予約受付 （土日除く）

６．その他　職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則、
　　　　　　群馬県行政書士会職務上請求書取扱規程を御確認ください。
　　　　　　購入申込書と誓約書をご記入の上来局ください。

R7.4月 R7.5月 R7.6月 R7.7月 R7.8月 R7.9月 R7.10月

9日（水） 14日（水） 11日（水） 9日（水） 8日（金） 10日（水） 8日（水）

23日（水） 28日（水） 25日（水） 23日（水） 27日（水） 24日（水） 22日（水）

R7.11月 R7.12月 R8.1月 R8.2月 R8.3月

12日（水） 10日（水） 14日（水） 12日（木） 11日（水）

26日（水） 24日（水） 28日（水） 25日（水） 25日（水）

02

02 本会のうごき
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会務報告 １月
月 日 会議・研修会　等 会議事項　等 担当出席者

1 6 新年の挨拶（群馬県庁） 古田島会長、山田、吉田、中島、亀田
各副会長

1 8 職務上請求書払出し日 清水常任理事

1 10 広報部会

①行政ぐんま195号の校正について
②行政書士記念日事業について
③令和7年度事業計画および予算案につ

いて

吉田副会長、服部部長、仲道副部
長、
小林、柳、岩井、天田各部員

1 14 総務部会

①封印管理委員会規則の改正について
②令和7年度事業計画・予算策定及び令

和6年度会務報告について
③令和7年賀詞交歓会について

中島副会長兼部員、清水部長、
上原副部長、中澤、齋藤各部員
オブザーバー：山田副会長

1 20 入会式　5名 古田島会長

1 23 綱紀委員会 諮問事項の検討

穂苅委員長、髙田、田沼各副委員
長、
笛木、安田、髙木、小笠原、圡屋、山
口、北川各委員

1 24 常任理事会

＜協議事項＞
①封印管理委員会規則の改正について
②令和7年新年賀詞交歓会について
③令和7年度定時総会について
④日行連理事会の検討事項にについて
＜報告事項＞
①職務上請求書の不適切使用の会員へ綱紀

委員会への諮問について
②日行連・関地協報告について
③各部報告

古田島会長、
吉田、中島、亀田各副会長
清水、後藤、菅野、大原、服部各常任
理事
吉田支部長会議長

1 24 申請取次行政書士管理委員会 ①申請者の進達について
古 田 島 会 長、亀 田 委 員 長、吉 田

（明）、中島、清水、後藤、菅野、大
原、服部、吉田（憲）各委員

1 28 群馬県行政書士会新年賀詞交歓会（エテルナ高崎）

1 30 法規監察部会 ①令和7年度事業計画について 古田島会長、中島副会長、菅野部長、
並木副部長、本間、根岸各部員

1 31 国際業務デジタル社会部会 ①令和7年度事業計画・予算案について 吉田副会長、塩野部長、吉岡副部長、
佐藤、田島、大谷各会員

※ GL・・・ 業務推進グループリーダー、SGL…業務推進グループサブリーダー、G 担当員 ・・・ 業務推進グループ担当員

02 本会のうごき
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会務報告 ２月
月 日 会議・研修会　等 会議事項　等 担当出席者

2 3 総務部会
①一般倫理研修未受講者への対応につ

いて
②職務上請求書払出し担当について

古田島会長、中島副会長兼部員、
清水部長、上原副部長、中澤部員

2 4 群馬県県土整備部監理課との意見交換会 古田島会長、吉田副会長、太田支部長

2 4 業務推進グループ会議

＜協議事項＞
①令和7年度事業計画について
＜報告事項＞
①入管業務研修会/事例発表会の開催の

件について
②相続業務事例発表会を開催した件に

ついて
③広報月間における挨拶回りについて

古田島会長、吉田GL、松本SGL、中
山、堀越、武田、上原、鈴木、小山、穂
苅、新井、飯島、田沼、田島各G担当
員

2 6 広報部会
①行政ぐんま196号の企画について
②令和7年行政書士記念日事業について
③令和7年度事業計画について

吉田副会長、服部部長、仲道副部
長、
小林、柳、岩井、天田各部員

2 12 職務上請求書払出し 中島副会長、吉田支部長会議長

2 18
農地法に関する研修会

「農地法の基礎について」
講師：業務推進グループ担当員　堀越義幸会員

古田島会長、新井副部長

2 19 広報部会 ①行政ぐんま196号の編集について
②令和7年行政書士記念日事業について

服部部長、仲道副部長、
小林、柳、岩井、天田各部員

2 19 士業協議会定例会 古田島会長、山田副会長

2 20 経理部会 ①令和7年度事業計画について
②予算案の策定について

古田島会長、山田副会長、後藤部
長、
剱持副部長、黒川部員、冨澤専門員

2 21 令和7年行政書士記念日事業　対面無料相談会

吉田副会長、服部部長、仲道副部
長、
小林、柳、岩井、天田各広報部員
中島副会長、上原、佐藤、新井各相
談員

2 26 職務上請求書払出し日 亀田副会長、中澤理事

2 28

入管業務に係る研修会・事例発表会

第1部「出入国管理及び難民認定法に関する手続きについて」
講師：法務省東京出入国在留管理局高崎出張所

総括審査官　佐藤一道様

第2部「実務者会員による事例発表・質疑応答」
発表者：前橋支部　根岸洋輔会員

　　　　 伊勢崎支部　岩井和幸会員

吉田、亀田各副会長、塩野部長、
田島G担当員

※ GL・・・ 業務推進グループリーダー、SGL…業務推進グループサブリーダー、G 担当員 ・・・ 業務推進グループ担当員
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【日　　時】　令和７年２月４日（火）　　14:00~16:20

【会　　場】　高崎市産業創造館　

【参加機関】 ①高崎警察署 生活安全課

 ②高崎市 市民部市民生活課　消費生活センター

 ③高崎市 建設部　開発指導課

 ④群馬県警察サイバーセンター

　高崎支部では、行政書士が作成・提出する書類に関する要望事項や注意事項、法改正や取り扱いの変更

点、各種情報等を官公庁等のご担当者様より直接お話を伺う機会として、例年2月に官公庁等窓口連絡協議

会を開催しています。

　今年は、上記の機関より計7名の講師の方々に風俗営業許可や盛土規制法など業務に直結するものか

ら、高齢者等に多い消費者トラブルや相談、注意すべきサイバー犯罪やその対策など、高齢者や個人情報

に関わることが多い行政書士が知っておくべき有益な事柄まで幅広くご講義頂きました。

　支部会員からも活発な質疑が行われましたが、講師の皆様からは詳細・丁寧なご回答を頂き、当初の予

定時間をオーバーするほどでした。

　今回の協議会は、ベテランから新人まで多くの支部会員と他支部会員からの参加もあり、盛況のうちに終

えることが出来ました。普段中々聞くことができない情報も多々あり、非常に有意義なものであったと思いま

す。

高崎支部  企画渉外部長  井上 和之

高 崎 支 部
官公庁等窓口連絡協議会の開催

支 部
だより

03 支部だより
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日　時 ： 令和7年2月13日(木)　13時半～15時半

場　所 ： 藤岡市総合学習センター

　藤岡支部において、令和６年度窓口連絡協議会が開催されました。行政からは藤岡市建築指導課様、経

済部農政課様、農業委員会事務局様に加え、新たに社会福祉協議会様にご参加いただきました。古田島会

長のご挨拶のもとにスタートし、開発許可制度や農地転用、農振除外に関する改正点や運用指針、申請上の

留意事項等についてご説明いただきました。中でも令和7年5月26日より県内全域で開始となる盛土規制法

に関しては熱を帯びた質疑が行われるなど、例年以上の盛り上がりを見せました。

　また、今回は埼玉県行政書士会より４名の方に参加してもらい、予め事前質問を頂戴するなど積極的に

関わっていただきました。今後とも県域を越えた連携を行っていければと改めて認識をいたしました。

　今後とも信頼される行政書士として、行政と市民の橋渡しの立場でしっかりと職責を担えるよう行政と連

携し、力量のアップデートをしていけたらと思います。

藤 岡 支 部
窓口連絡協議会を開催しました

藤岡支部長　 根　岸　幹　郎

03 支部だより

03
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広報部長　　服部　成二

　令和７年１月17日（金）正午より、ホテルオークラにおいて、令和７年新年賀詞交歓会が開催され
ました。
　宮本総務部長の司会のもと、常住会長のご挨拶をいただきました。
　その後、村上誠一郎総務大臣から行政書士法改正に対する熱い意気込みをお話しいただき、また、
行政書士の活躍を大変高く評価しているお話をお聞きできました。
　引き続いて、各党の代表や代表代理、たくさんの国会議員からも行政書士に対する評価をお聞きで
きました。

令和７年　日行連新年賀詞交歓会出席報告書

NNewsewsNNewsews
日行連

04 日行連ニュース
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広報部長　　服部　成二

１．日　　時　　令和７年２月12日（水）13時30分~17時00分

２．場　　所　　日本行政書士会連合会第一会議室

３．出席者数　　日行連役員　10名
　　　　　　　　各単位会担当者　現地参加　10名
　　　　　　　　オンライン参加　37名　合計57名

４．会議事項　 （１）広報誌について
　　　　　　　 （２）広報グッズについて
　　　　　　　 （３）日行連の広報活動に対する意見・要望等について

５．議事概要
（１）広報誌について

　発行回数、発行形態を比較しながら、デジタル化した佐賀会からデジタル化に移行したときの
スケジュール、各会員への周知方法とその問題点等の意見交換が行われました。
　多くの単位会は、郵送費等の負担が増えたことにより、変更を検討していました。
　また、県民向けの広報誌を東京会と茨城会のみ作成しているという情報提供がありました。

（２）広報グッズについて
　３つの単位会から作成したグッズの見本を提示していただきながら、数量、費用、配布先やそ
この反応等の発表があり、活発な意見交換が行われました。
　１つのグッズを最大限作る単位会もあれば、さまざまなグッズを作る単位化もあり、参考にな
る意見もありました。

（３）日行連の広報活動に対する意見・要望等について
　マスコットキャラクターであるユキマサくんの活用を推す意見、ポスターに掲載された女優を
活用を推す意見、全国放送でCM放映を希望する意見等があり、日行連広報部でも検討を続けて
いるという返答がありました。

令和６年度　全国広報担当者会議出席報告書

04

04 日行連ニュース
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日行連・関地協からの通知等

読んで得する業務資料

群馬県行政書士会のホームページ内の会員ページには、以下のような業務資料が掲載されています。 
※ホームページへの掲載は随時更新されていますので、最新の業務資料はそちらでご確認ください。

・ 令和７年度行政書士申請取次関係研修会日程表
・ 消費税のインボイス制度に関する周知等について
・ 下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
・ 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律

の一部の施行について
・ 監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について
・ 罹災証明書の申請様式の統一化について
・ 消費生活アドバイザー資格試験及びお客様対応専門員（CAP）資格試験のご案内について

（周知）
・ jGrantsにおける代理申請の練習用環境の開設について
・ 財産管理業務及び成年後見人等業務に関する総務省通知について
・ 自動車登録令第１４条第１項第３号に規定する代理人の権限を証する書面（委任状）の標

準様式の導入について
・ 医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて
・ サイバーセキュリティ月間における啓発について
・ 建設業退職金共済制度における電子申請方式と証紙貼付方式の併用について
・ 『解説 行政書士職務基本規則』について

・ ＜前橋市農業委員会＞地域計画策定後（令和７年３月以降）の農地転用許可申請の事務取
扱について

・ ＜高崎市＞納税証明等の提出について
・ ＜伊勢崎市＞伊勢崎市道路用地寄附受入基準の一部変更について
・ ＜群馬県＞宅地建物取引業免許等に係る電子申請の開始について　
・ ＜群馬県警＞自動車保管場所に関する手数料の改正について
・ ＜群馬県＞建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）利用時における手数料の

電子納付導入に関するお知らせ
・ ＜群馬県＞群馬県あての建設業許可申請・届出に関するお知らせ
・ ＜渋川市農業委員会＞地域計画策定後の農地転用許可申請の事務取扱の変更について

・ ＜太田支部＞窓口連絡協議会：太田市農業委員会の説明資料について

群馬県・市町村等からの通知等

群馬会・業務推進グループからの通知等

※上記業務資料を印刷したものが欲しい会員には、個別の印刷対応が可能ですが、印刷代・送料
を別途申し受けさせていただきます。予めご了承ください。詳細は事務局までお問い合わせを
お願いいたします。（TEL027-234-3677）

印刷対応
について

事務局の印刷機を使用した白黒片面コピーの対応です。
印刷代は場合によりますが、1枚につき10円を基本として都度算出します。
郵送希望の場合は送料のご負担もお願いいたします。送料は重さ等により都度算
出になります。

05 読んで得する業務資料
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お願い・連絡事項

令和７年度会費納入についてのご案内
　平素から、会費の納入について御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。

　さて、令和7年度会費納入につきまして、下記のとおりご案内いたします。自動振替をご利用の場

合、引落しが不能とならないよう、口座残高の確認をお願いいたします。

１．区分・金額

２．口座振替日

※当会では会費の納入について、原則口座振替を推奨しています。口座振替にすることで、郵便局に

行く手間や払い忘れがなくなりますので是非御利用ください。口座振替を希望する方は事務局にお

問い合わせください。

※口座の登録には１か月半程度かかります。

区分 納入金額

第１期
（４.５.６.７月分） 20,000円

第２期
（８.９.10.11月分） 20,000円

第３期
（12.１.２.３月分） 20,000円

金融機関 第１期 第２期 第３期

県内に本店がある
金融機関・信用金庫

令和７年
・4・月30日

令和７年
・9・月・1・日

令和７年
12月30日

県外に本店がある
金融機関

令和７年
・4・月22日

令和７年
・8・月22日

令和７年
12月22日

ゆうちょ銀行 令和７年
・4・月22日

令和７年
・8・月22日

令和７年
12月22日

06 お願い・連絡事項
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1.　日　　時　令和７年１月20日（月）

2.　場　　所　虎ノ門タワーズオフィス 

3.　議事内容　

(1)公益基準を満たす会計について 

(2)支部の事業計画・予算案の作成について

(3)支部運営に関する本部との意見交換　

　上記内容で関東地区の支部長会が開催され

た。(1)(2)については一般社団法人から公益

社団法人に移行し、公益性を重視した相談活

動や講演会を行った際の会計処理について、

公益法人としての統一基準の説明があった。

　(3)については、市民や行政から支部に寄

せられた後見相談について、その応対や取扱

い、会員への伝達方法について話し合いが行

われた。また、法定後見の受任が県（支部）

をまたいだ場合（例：住民票上の住所が埼玉

県内にあるので後見の相談はコスモス埼玉だ

が、施設入所は群馬県内なので後見人受任者

はコスモスぐんま会員）の支部間の連絡や受

任者調整についても意見交換が行われた。

　昨今はズーム会議が定着し移動時間が短縮

される利点はあるが、一堂に会することで本

部の伝達事項が明確化されたことや、今後の

支部間の情報の共有化など様々な意見交換が

行なわれ有意義な会議となった。

コスモスぐんま活動のご報告コスモスぐんま活動のご報告

転載：コスモス会員向け会報誌「COSMOS」40号より
　　　R6年10月30日総会終了後の支部長会の様子

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター
ブロック別支部長会報告

コスモスぐんま支部長　　上原　陽子

06 お願い・連絡事項
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主　催：群馬県社会福祉協議会（群馬県委託事業）

日　時：令和7年1月29日（水）10:30～12:00

場　所：群馬県社会福祉総合センター7階　701会議室

参加者：弁護士会（高齢者・障害者支援センター）、司法書士会（リーガルサポート群馬支部）、社会福祉

士会（ぱあとなあ群馬）、行政書士会（コスモスぐんま）、社会保険労務士会（社労士成年後見セ

ンター群馬）、前橋家裁、群馬県（地域福祉課）、群馬県社会福祉協議会（地域福祉課）　計17名

当会参加者：上原支部長、萩原

　情報交換会では、令和6年12月～令和7年1月にかけて実施された市町村情報交換会の概要、令和7年度以

降の後見制度関連の県事業予定、主に市民後見人を想定した担い手の育成方針等について報告及び意見交換

がされ、コスモスぐんまを含む5士業の成年後見団体（部署）の参加者が意見を交わしました。特に、市民

後見人養成講座受講後の選任の難しさについての意見交換や、市町村による身元保証及び死後事務に対する

支援も念頭に置いた「持続可能な権利擁護支援モデル事業」についての情報などは、多くの参加者が高い関

心を寄せていました。

　今後の後見制度（及び身元保証・死後事務等の関連分野）のあり方について、群馬県内の関係各団体がど

のように捉え考えているかを知る貴重な機会であったとともに、コスモスぐんまとしてどのような貢献がで

きるのか改めて考えるきっかけとなりました。

「令和6年度　第2回群馬県成年後見制度利用促進会議」報告
コスモスぐんま総務部長　　萩原　洋一

コスモスぐんまによる講師派遣のご案内コスモスぐんまによる講師派遣のご案内

　高齢者や障害者の方々が適切な支援を受けるための重要な制度である、成年後見制度。

　コスモスぐんまでは、後見活動の向上のために実務・倫理面での研鑽を重ね、後見人の養成を行うバック

アップ体制を整えています。支部業務研修会などへの出張講師のご依頼は、随時受け付けておりますので、

事務局へお気軽にご相談ください。

コスモスぐんま広報部　　佐藤美保子

06 お願い・連絡事項
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　VOICE 〜コスモス会員活動録〜　vol.６

相談会（高崎エリア）に参加して
コスモスぐんま　　久保　奈津江

　私は成年後見人になりたくて行政書士になったのですが、机上の知識しかなく、実務や課題等は

コスモスの先輩方に教えていただいているところです。無料相談会についても、半年程先輩たちの

横で相談内容や対応について勉強させてもらい、先日初めて相談対応しました。

　私は前職が市役所職員で相談業務の経験もあり、また周りにベテランのコスモス会員の先輩方が

いらっしゃったため、相談者の不安や知りたいことについて落ち着いて対応できたと自己評価して

います。反省点は、特定業者を紹介してはいけないという前職での習慣が災いし、具体的な相続税

についての相談は税理士にすることだけを話して終わりにしてしまいました。もっと踏み込んで税

理士を紹介できたら、相談者の不安はより軽減できたのではないかと反省しています。相談終了

時、相談者の方から涙を浮かべてお礼を言われ、私のコスモス相談会デビューは一応成功かと思っ

ています。

　無料相談会は、私の先輩方のスキルや知識を吸収する場でもあると感じています。

06 お願い・連絡事項
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　コスモスぐんまは、毎月の無料相談会（高崎市）や社協と共催の相談会（藤岡市）、自治体や団体への講師派遣な
ど地域に密着した活動を行いながら、成年後見制度に精通した行政書士の育成に努め、研修や情報交換会などを
開催しています。
　集合研修は開講式と考査・修了式の２日間のみ。その間の研修は基本的にご自宅や事務所でのＶＯＤ視聴ですの
で、ご自分のスケジュールで受講できます。後見制度について学んでみませんか？
　ぜひ、多くの皆様のご参加をお待ちしています！

※今後コロナの状況や参加人数の関係で日程が変更になる可能性があります。
※研修のみでもＯＫ！受講後の入会は任意です。入会する場合は、入会金及び年会費が必要となります。

　　　　　コスモス　入会金１０，０００円-　年会費２４，０００円-
　　　　　　後見保険に加入し入会となります。（研修を修了しないと後見保険加入はできません。）
※入会すると裁判所に提出するコスモス会員名簿に登載されます。（希望しない場合は申し出てください）

【問合せ先・事務局】コスモス成年後見サポートセンター群馬県支部
　　　　　　　　　　 群馬県前橋市日吉町１丁目８-１
　　　　　　　　　 　前橋商工会議所会館４階　群馬県行政書士会事務局内　
　　　　　　　　　 　ＴＥＬ　０２７-２３４-３６７７

入会前研修会に申込いたします。　　宛先ＦＡＸ　０２７-２３３-２９４３

研修申し込みはＦＡＸにて申し込み下さい。【申込締切：令和７年５月３１日（土）まで】

フ リガ ナ

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日

行政書士登録番号　　　　　　　　第　　　　　　　　　　　　　　号

会員番号〈群馬県行政書士会〉　　 第　　　　　　　　　　　　　　号

事務所名

事務所所在地

連絡先　ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

【場　　所】　　高崎市総合福祉センター　１階　会議室１
　　　　　 　 　高崎市末広町１１５-１   TEL ０２７-３７０-８８２２

【研修日時】　　①開講式　　　　令和７年６月 21 日（土）　13：30 受付
　　　　　　　②考査・修了式　 令和７年７月 19 日（土）　13：30 受付
　　　　　　　　　※集合形式の研修は２回のみです。②までにＶＯＤ視聴を各自終了する必要があります。

【費　　用】　　１５，０００円（公式テキスト代含む）　※ 開講日にご持参ください。

コスモスぐんま　入会前研修のお知らせ
コスモスぐんま支部長　　上原　陽子

研 修 内 容

申 込 書

06 お願い・連絡事項
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会員番号　第３５１６号

氏　　名　反
ソリ

　町
マチ

　雅
マサ

　浩
ヒロ

所属支部　高　崎

入 会 日　2025.　１.　１

会員番号　第３５１７号

氏　　名　畠
ハタケ

　山
ヤマ

　秀
ヒデ

　幸
ユキ

所属支部　高　崎

入 会 日　2025.　１.　１

会員番号　第３５１８号

氏　　名　佐
サ

　藤
トウ

　智
トモ

　樹
キ

所属支部　前　橋

入 会 日　2025.　１.　１

会員番号　第３５１９号

氏　　名　神
カン

　戸
ベ

　一
カズ

　秀
ヒデ

所属支部　富　岡

入 会 日　2025.　１.　１

会員番号　第３５２０号

氏　　名　町
マチ

　田
ダ

　安
ヤス

　広
ヒロ

所属支部　前　橋

入 会 日　2025.　１.　１

会員番号　第３５２１号

氏　　名　村
ムラ

　田
タ

　京
キョウ

　子
コ

所属支部　高　崎

入 会 日　2025.　２.　１

〔入　会　者〕
会員
番号

登録
番号

事務所名称 郵便
番号

事　　務　　所　　所　　在　　地
（TEL・FAX・携帯・E-mail）

備　　考
氏　　　名 業務内容 兼　業

3516 2514
0048

行政書士 LGM法務事務所
370-
0016

高崎市矢島町428番地1

TEL 090-3371-8618反
ソリ

町
マチ

雅
マサ

浩
ヒロ

3517 2514
0049

行政書士畠山秀幸事務所
370-
3343

高崎市下里見町1308番地5

TEL 027-343-9793 宅畠
ハタケ

山
ヤマ

秀
ヒデ

幸
ユキ

3518 2514
0050

ツマコイ行政書士事務所
371-
0835

前橋市前箱田町387-1　112号室

TEL 070-1056-1920佐
サ

藤
トウ

智
トモ

樹
キ

3519 2514
0051

かんべ行政書士事務所
370-
2331

富岡市内匠172-1　D棟

TEL 0274-67-5083 社神
カン

戸
ベ

一
カズ

秀
ヒデ

3520 2514
0052

行政書士町田安広事務所
371-
0802

前橋市天川町1681番地9

TEL 027-263-2812 社町
マチ

田
ダ

安
ヤス

広
ヒロ

3521 1008
2258

村田行政書士事務所
370-
0031

高崎市上大類町856-17

TEL 080-3722-9259
※東京会
から単位
会変更

税村
ムラ

田
タ

京
キョウ

子
コ

kmurata@mga.tkyo

新 入 会 員

07 登録事項変更
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法人番号
登録番号 法人事務所の名称 事務所所在地 電話番号

（FAX番号） 社員行政書士 使用人行政書
士

12002
2006403

行 政 書 士 法 人
O n e - V i s i o n
大 野 事 務 所

西村恭太郎

名簿記載事項が変わりましたので、記載事項で、変更登録箇所を会員周知致します。
メールアドレスについては、会員より記載要望があった場合のみ掲載致します。

〔登録事項変更〕

会 員 各 位

会員
番号

登録
番号

事務所名称 郵便
番号

事　　務　　所　　所　　在　　地
（TEL・FAX・携帯・E-mail）

備　　考 頁氏　　　名 業務内容 兼　業

3044 1414
0544

370-
0031

高崎市上大類町 699 番地 6 N-Link2F
55佐

サ

　藤
トウ

　美
ミ ホ コ

保子

1587 8014
0893

370-
0031

高崎市上大類町 849 番地 8
46磯

イソ

貝
ガイ

博
ヒロ

之
ユキ

3366 2114
2201 宅 59髙

タカ

橋
ハシ

雅
マサ

之
ユキ

3386 2214
0941

みずき行政書士事務所

37大
オオ

橋
ハシ

恵
エ

里
リ

2711 0614
0799

373-
0808

太田市石原町 473 番地 1
91浅

アサ

沼
ヌマ

孝
タカ

男
オ

3082 1514
0474

370-
0031

高崎市上大類町 699 番地 6-202

TEL 027-377-0131・FAX 027-333-9919 55大
オオ

辻
ツジ

賢
ケン

治
ジ

3487 2414
1135 TEL 080-6353-8974 62鶴

ツル

　 良
リョウ

介
スケ

法人番号
登録番号 法人事務所の名称 事務所所在地 電話番号

（FAX番号） 社員行政書士 使用人行政書
士

12501
2502101

行 政 書 士 法 人
や じ ま 事 務 所

〒 371-0012
前橋市東片貝町 381-1 027-263-3290 矢島　克啓

〔法人新規登録〕

〔法人登録変更〕

07 登録事項変更



45

支部名 会　員　番　号 氏　　名 退会年月日 退会区分

高　崎 １６４０ 草間　智正 令和 6 年 12 月 31 日 廃　業

館　林 ２６５３ 小野　修一 令和 6 年 12 月 31 日 廃　業

伊勢崎 ３２５６ 大澤　孝明 令和 6 年 12 月 31 日 廃　業

伊勢崎 ３１５３ 安榮　伸人 令和 6 年 11 月   7 日 死　亡

高　崎 ９６０ 清水　勇一 令和 7 年   1 月 31 日 廃　業

安　中 ２７５４ 白石　一夫 令和 7 年   2 月 28 日 廃　業

桐　生 ２６５７ 阿部　　健 令和 7 年   1 月 31 日 廃　業

高　崎 ２４１９ 柳沢𫝆朝友 令和 7 年   2 月 28 日 廃　業

〔退 会 者〕

（届出受付順）

安　榮　伸　人   先生　 令和 6 年 11 月   7 日逝去　伊勢崎支部

須　藤　哲　男   先生　 令和 7 年   1 月 28 日逝去　伊勢崎支部

石　田　衞　宏   先生　 令和 7 年   2 月   4 日逝去　高崎支部

小　暮　　　稔   先生　 令和 7 年   2 月 11 日逝去　太田支部

鈴　木　正　光   先生　 令和 7 年   2 月 12 日逝去　前橋支部

謹んでご冥福をお祈りいたします訃　報

07 登録事項変更
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　現在、日本経済が深刻な危機に陥っています。特に、
1990年代からのバブル崩壊、この30数年間の庶民の
所得金額の上昇なく、日常品を筆頭にモノの値段が上
がっています。日本国民、特に庶民、年金生活者は生活
苦を経験してきています。
　今後、なお、この傾向が続く傾向が顕著です。私達、庶
民は新型コロナ発生以降、円高から円安になり、人間の
第二の足である自動車の燃料、ガソリン価格は100円/
Lから180円/Lに値上げされています。
　これは、特に自動車王国群馬県で業務活動をする行
政書士会員にとって、大きな痛手になっているのは事
実です。
　私達は、足で稼ぐ時代から「IT」を活用したビジネス
ツールを利用する時代への転換点にすべきなのです。
ガソリンの物価高騰は特に、群馬県で活躍する行政書
士会員には辛すぎる時代です。
　私は年末、年始、8日間、家族5人で中国の上海、エジ
プトのカイロ、ルクソールオリジナル自由計画旅行をし
ました。総費用、150万円です。交通費:100万円、入場
料・気球:20万円、宿泊代5泊:75,000円となりました。思
いほか、入場料が高額でした。エジプト政府は生死をか
けて観光外貨獲得に真剣に取り組んでいます。
　観光の中で、特に、皆様にお伝えしたいのは、「ウー
バータクシー」の存在です。私達が主に交通手段として
利用したのは、インターネットによる自家用車タクシー

（個人事業主、等）です。カイロ国際空港からカイロ中
心部まで30km、600円、（20円/km）、となりました。1台
が5人乗りなので、私達を通常、2台に分乗し、観光地に
運んでいただきました。
　カイロでは合計10回は利用しました。運転手は30代
から50代と推測します。自家用車は多種多様で、4ドア
セダンは最も多い車種です。トランクには自家用車なの
で、私物が半分を占めていました。3人乗車の場合、私
達のスーツケース、2個はトランク、1個は後部座席に載
せて、助手席1人、後部座席2人が乗車となりました。
　運転手の特徴は親切、丁寧、フレンドリー、清潔、礼儀
正しいです。私の推測ですが、運転手になるためには、
ウーバータクシーに所属するための厳格な規定にクリ
アする必要であると感じました。また、そのタクシーに
は2種類の等級があります。レギュラーとコンフォートと
なります。コンフォートは長距離、車自体の快適さ、走行
中、観光案内、スーツケースの積込み、引渡しをするよ
うです。
　私達は短距離乗車でしたので、コンフォートタクシー
には乗車しませんでした。
　ルクソール:王家の谷（王様の陵墓）では「カリーム
タクシー」が観光客の足として、利用されていました。

「ウーバータクシー」は稼働していません。
　カリームタクシーは、大部分、危険なタクシーと感じま
した。カリームタクシー会社に契約している運転手なの
に、その運転手から現金を要求されました。「ウーバー
タクシー、カリームタクシー」はインターネットでの電子
決済が基本です。クレジットカードに紐付けされていま
すので、運転手との現金での支払は一切不要です。運
転手の中には、個人契約を主張して、カリーム契約を
破棄するように主張していました。私の長男、次女のカ
リームタクシーは個人タクシー契約を強要され、時間と
の制約で、ほかの日本人とシェアして3人で利用しまし
た。利用料金はその車1台1800円でした。私達3人が利
用したカリームタクシー車は300円でした。ルクソール
空港からルクソール街中、ホテルまで15kmでした。ルク
ソールは田舎なので、治安が悪い、ゲリラ等の潜伏地、
ルクソール空港に出入りに警察、軍隊による検問が2箇
所あり、物々しい警戒体制が敷かれていました。カイロ
空港では羽田空港と同じく、検問はありません。
　カリームタクシーもインタネットタクシーなので、利
用するにも大変便利です。英語さえ理解出来れば、アラ
ビア語は必要ありません。しかし、乗車場所でインター
ネットで依頼したタクシーを見分けるにはタクシーのナ
ンバーが鍵になります。ナンバーには数字は書かれて
いますが、アラビア語数字です。日本語では一、二、九と
同じです。ですから、アラビア語の数字を理解すること
が重要になります。
　いずれしても、インターネットでの会話、申込、登録等
が出来ないと、タクシーは利用できません。運転手も同
じです。簡単な英語は必要です。
　トランジットで利用した中国（トランジット:上海、虹橋
国際空港で入国、地下鉄で移動、浦東国際空港で出国
からエジプトへ出発）、エジプトでも、電子決済が普及し
ています。特に、中国ではほとんど、100%で電子決済が
可能です。逆に電子決済が使用できないと生存ができ
ません。または手続き時間が大幅に必要となります。窓
口にはサポーターは常駐していません。通常、留守にし
ています。現金、元紙幣で地下鉄のチケットを購入する
ことは誰も考えていません。
　今後、日本でのインターネットタクシーの全面的解禁
を要望します。国民全体、特に20代、30代への雇用創
出につながります。安全安心でタクシーが利用できま
す。
　最後に私達、行政書士は、日本国民にインターネット
利用、電子決済の普及を促す使命があると感じていま
す。日本国が、世界におけるIT後進国にならないように、
より多くの日本国民に補助、応援、サポートをしていき
ましょう。　　　（前橋支部選出:広報部員　小林 大栄） 



　立候補の方法や投票する際の注意事項等を以下のとおりお知らせします。
　

１　選挙・任命による選出について
（１）会長の選出

　会長は選挙により選出することになります。会長に立候補するためには、個人会員30人以上の推薦を
集める必要があります（規則第２条①②）。
　１人の個人会員が推薦することができるのは、１人の立候補者に限ります。複数の候補者を推薦した
場合は、その推薦者が作成した推薦書は全て無効となりますので、ご注意ください。
　会長選挙の立候補者が１人のみの場合は当該立候補者はそのまま当選となり、立候補者がいない場合
は、新たに設置される推薦委員会において会長候補者を選考することになります （規則第２条③④）。

（２）副会長の選出　
　副会長は会長選挙において当選した者、又は推薦委員会により推薦され総会において承認された者
が、本会役員（会長・副会長・理事・監事）経験者、支部長経験者又は理事候補者の中から各地区１人
ずつ（このほかに、必要に応じて２人）任命し、定時総会においてその者の会員番号、所属支部及び氏
名を報告することになります（規則第３条①）。

２　会長選挙の日程・立候補・投票等について
（１）選挙の告示日　　　令和７年４月14日（月）

（２）立候補届出期間　　令和７年４月14日（月）午前９時から午後５時まで

（３）立候補の届出
　所定の様式で作成した会長立候補届を、選挙管理委員会（本会事務局内）に本人または代理人が持参
して届け出を行ってください。代理人が持参する場合は委任状が必要となります。立候補者の受付順は
届出書が選挙管理委員会に到着した順序とし、同時に到着した場合は、候補者氏名の50音順とします。
　立候補の届出用紙は選挙管理委員会（本会事務局内）でお渡しします。データ版をお渡しすることも
可能です。

（４）選挙公報の提出
　立候補届のほかに所定の様式による選挙公報の原稿を提出してください。様式中、行政書士として
の略歴は別紙として作成することができることになっているのに対し、立候補所信（A４判）について
は、別紙として必ず作成しなければならないことになっています。立候補所信には、文字の数や文字の
サイズに関する制限はなく、図・写真・イラストレーションなどを使用して自由に作成していただくこ
とができます（規則第１９条２項）。
　会員宛には、立候補者が提出した原稿をそのまま白黒印刷したものを送付することになります。立候
補所信への記載方法に制限はありませんが、読み易い文字のサイズやレイアウトにするなどの配慮が必
要です。
　明らかに規則第３７条の禁止事項に該当している場合は訂正等を求める場合があります。訂正等に応
じていただけない場合は書類の受け付けを拒否することがありますので、ご承知おきください。

令和７年度会長選挙の執行に関するお知らせ令和７年度会長選挙の執行に関するお知らせ
群馬県行政書士会選挙管理委員会



（５）立候補の辞退
　立候補者が立候補を辞退しようとするときは、所定の様式にて令和７年４月21日（月）午後３時まで
に選挙管理委員会（本会事務局内）に届け出てください（規則第２０条）。
 

（６）選挙公報の発送
　選挙公報、投票用紙は、令和７年５月８日（木）に発送する予定です（規則第１６条）。

（７）投　　票
　規則により、投票は郵送により行っていただくことになります。事務局への持参や、本会事務局の郵
便受けへの投函は認めません。必ず、郵送して投票を行ってください。
　令和７年５月26日（月）午前８時までに前橋中央郵便局に到達した投票用紙を有効に受け付けたもの
とします。
　期日までに前橋中央郵便局に到達しなかった投票用紙は開票の対象になりませんので、投票用紙が届
いたらなるべく早めに開封し、郵送するようにしてください。

（８）無効投票 
　次の投票は無効となりますのでご注意ください（規則第２５条）。

・所定の投票用紙を用いなかったもの。
・選挙管理委員会において候補者の氏名の確認ができなかったもの。
・候補者名を２人以上連記したもの。
・候補者名以外の事項を記載又は併記したもの。

※候補者の氏名以外は一切記載しないでください。敬称、メッセージ等も無効となります。所定の訂正方
法以外の方法で訂正されていた場合は、本規定により他事記載として無効になる場合があります。

・投票用二重封筒のうち外側の封筒に会員の職印の押印がないもの。

（９）投票用紙に記載した事項の訂正
　ボールペン等で記載した文字を訂正する場合は、訂正する文字を二重線で抹消し、欄内の余白に本来
記載すべき正しい内容を記載するようにしてください。修正液で修正したり、訂正印を押すと無効にな
る場合があるので御注意ください。

（10）選挙運動
　選挙運動をすることができる期間は、立候補届出の日から投票締切日までの間となります（規則第
３６条）。
　選挙運動に関する文書には、虚偽又は他人を誹謗する等の事項を記載してはならなのは勿論のこと、
選挙運動は公明正大を旨とし、会員としての品位を汚さないよう選挙の倫理を守らなければなりません
（規則第３５条）。
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あなたの街の法律家あなたの街の法律家

行政書士

群馬県行政書士会
TEL：027-234-3677 FAX：027-233-2943
事務局／前橋市日吉町1-8-1　前橋商工会議所会館４階

日本行政書士会連合会
公式キャラクターユキマサくん

GUNMA

群馬県行政書士
会

気軽に相談
確かな手続

Q 行政書士って主にどんな仕
事をしているんですか？

A行政書士は法律にもとづく国家
資格者です。国や県・市町村などの
役所に提出する書類をみなさんに代
わって作成したり提出の手続きを行
うことが主な仕事です。

Q 役所に提出する書類以外に
はどんなものがありますか？

A権利義務や事実証明に関する書
類の作成も行政書士の仕事です。例
えば「契約書」「内容証明」「相続関
係書類」「会社設立関係書類」など
があります。

Q インターネットを利用した申
請には対応できますか？

A はい。行政書士はインターネット
を利用したオンライン申請などにも
迅速に対応しています。

Q 書類の作成や提出以外には
どのような仕事がありますか？

A 行政書士が作成するいろいろな
書類について、みなさんの相談に応
じることももちろん大切な仕事です。

Q 仕事をお願いした者の個人情
報等、秘密は守ってもらえますか？

A 行政書士には法律により守秘義
務が課せられています。仕事の上で知
り得た秘密は絶対に漏らしません。安
心してご依頼ください。

相続・遺言に関すること
・遺産分割協議書の作成
・遺言書作成の相談
・戸籍調査、財産調査
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報証明書の交付申請
・相続土地国庫帰属申請
・有価証券の解約手続
・預貯金解約手続
・株券の解約手続

契約書・内容証明等の書類を作成すること
・各種契約書、協定書、示談書の作成
・内容証明の作成
・告訴、告発状の作成
・交通事故調査、報告書の作成などの権利、
義務や事実証明に関すること

自動車に関すること
・自動車登録、移転、抹消届出・申請
・車庫証明申請
・出張封印取付作業代行業務

土地・建物利用に関すること
・農地転用許可申請、届出書
・開発行為許可申請
・国有財産払下申請
・景観条例申請
・除外申出（農業振興地域から除外）

日本で暮らす外国人に関すること
・永住許可申請
・帰化許可申請

行政書士が日本行政書士会連
合会の実施する研修を受講し合
格することで、特定行政書士と
なります。特定行政書士とは、行
政書士が作成した官公署に提出
する書類に係る許認可等に関す
る行政庁への不服申立て手続
きの代理業務が行えます。特定
行政書士の資格を活かし、行政
不服審査法に基づく審理員、第
三者機関の委員、農業委員会の
中立委員等への登用を目指す
働きかけもしています。

暮らしに役立つ ビジネスに役立つ 特定行政書士
とは？会社・法人設立に関すること

・株式会社、合同会社の設立
・定款の作成
・一般社団法人、NPO法人等の設立
・医療法人、宗教法人、事業協同組
合、監理団体等の設立（登記申請手
続を除く）

運送業者に関すること
・貨物運送業許可申請
・特殊車両通行許可申請
・旅客運送業許可申請
・倉庫業登録申請

その他許認可申請・届出に関すること
・酒類販売業免許申請
・著作権登録申請
・産業廃棄物処理業許可申請
・米穀販売登録申請
・古物商許可申請
・その他各種許認可申請
・各種オンライン申請の手続

建設業者や宅建業者に関すること
・建設業許可申請、事業年度終了報告
変更届出書
・経営規模等評価申請（経審）
・建設工事入札参加資格審査申請
・宅建業者免許申請
・電気工事業者登録申請
・解体工事業登録申請

日本で仕事をする外国人に関すること
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請

風俗営業や飲食店等に関すること
・飲食店営業許可申請
・カフェ、キャバクラ、スナック、ホス
トクラブ、パチンコ、麻雀、
　ゲームセンター等の営業許可申請
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出

中小企業支援に関すること
・中小企業をサポート
・企業の経営や事業活動に関するアド
バイス
・知的資産経営の導入や報告書の作成
・事業承継に関するアドバイス
・各種補助金申請

行政書士
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